
秋田県障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）の基本的な理念にのっと

り、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが

ら共生する社会の実現のために制定された障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（平成２５年法律第６５号）第１７条第１項の規定に基づき設置する秋田県障害者

差別解消支援地域協議会（以下「協議会」という。）について、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うために、必

要な情報を交換すること 

（２）障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解

消するための取組に関する協議を行うこと 

（３）その他協議会が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 協議会の委員は、秋田県障害者施策推進審議会条例（昭和４７年秋田県条例第６

号。以下「条例」という。）第２条に基づき、秋田県障害者施策推進審議会（以下「審議

会」という。）の委員として知事が任命した者をもって充てる。 

２ 協議会の会長は、審議会の会長が務める。 

３ 組織及び運営に係る事項は、条例及び秋田県障害者施策推進審議会運営要綱によるも

のとする。 

 

（庶務） 

第４条 協議会の庶務は、秋田県健康福祉部障害福祉課において処理する。 

 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他について必要な事項は、協議

会の議決を経て、会長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年 ９月３０日から施行する。 

 


